
南越清掃組合建設工事総合評価落札方式実施要領 

 

（趣旨） 

第１条 この要領は、南越清掃組合が発注する建設工事等の請負契約において、地方自治法

施行令（昭和２２年政令第１６号。以下「令」という。）第１６７条の１０の２の規定に基

づき、価格その他の条件が南越清掃組合にとって最も有利なものをもって申込みをした者

を落札者とする方式（以下「総合評価落札方式」という。）の実施に関し、必要な事項を定

めるものとする。 

（対象工事） 

第２条 総合評価落札方式は、管理者が技術的な工夫の余地がある工事のうち総合評価落

札方式による入札の執行が適当であると認める工事等（対象工事）について実施するものと

する。 

（評価方式） 

第３条 総合評価落札方式による評価方式は、技術提案と入札価格を一体として評価する

評価方式により行うものとする。 

（入札方式） 

第４条 総合評価落札方式は、制限付き一般競争入札により行うものとする。 

（総合評価落札方式における公告の記載事項） 

第５条 総合評価落札方式により一般競争入札に付そうとするときは、次に掲げる事項を

公告するものとする。 

（１）入札に付する工事が総合評価落札方式の対象となる工事であること。 

（２）評価対象となる項目（以下「評価項目」という。）およびその評価基準 

（３）技術資料および技術資料に記載された事実を確認するための資料（以下「総合評価確

認資料」という。）の内容、提出の方法、期間および場所その他技術資料および総合評価確

認資料に関する事項 

（４）技術提案に係る内容の履行の確保に関する事項 

（５）その他総合評価落札方式の実施に関し必要な事項 

第６条 総合評価落札方式による評価の方法は、次に掲げる入札価格の区分に応じ、それぞ

れ次に定めるところにより行うものとする。 

（１）入札価格が基準価格以上の場合 

評価点＝標準点＋技術評価点 

評価値＝評価点／入札価格 

（２）入札価格が基準価格未満の場合 

評価点＝標準点＋技術評価点 

評価値＝評価点／｛基準価格＋３×（基準価格－入札価格）｝ 

２ 前項の「標準点」とは、全ての入札参加者に与える数値をいい、その数値は１００点と

する。 

３ 第１項の「技術評価点」とは、南越清掃組合建設工事総合評価落札方式落札者選定要領

に定める技術評価点をいう。 

４ 第１項の「基準価格」とは、第８条の規定により定める額をいう。 

（技術資料の提出） 

第７条 総合評価落札方式による入札に参加を希望する者は、技術資料を提出しなければ

ならない。 



２ 技術資料の作成に要する費用は、入札参加者の負担とする。 

３ 技術資料が提出された場合、その返却および公表は行わないものとする。 

４ 技術資料の提出後における提案内容の変更は、認めないものとする。 

５ 技術資料の撤回、内容の修正または再提出は、認めないものとする。 

（基準価格） 

第８条 管理者は、工事に係る入札における基準価格については、予定価格に次項の規定に

より算出された割合を乗じて得た額を基準として定めるものとする。ただし、基準価格は、

予定価格に１００分の８０を乗じて得た額から１００分の９２を乗じて得た額までの範囲

内でなければならない。 

２ 前項の割合は、設計額算定の基礎となった次に掲げる額の合計額に１００分の１１０

を乗じて得た額を設計額で除して得た割合とする。ただし、その割合が１００分の９２を超

える場合は１００分の９２とし、１００分の８０に満たない場合は１００分の８０とする。 

（１）直接工事費に１００分の１００を乗じて得た額 

（２）共通仮設費に１００分の９０を乗じて得た額 

（３）現場管理費に１００分の９０を乗じて得た額 

（４）一般管理費に１００分の５５を乗じて得た額 

（落札者の決定） 

第９条 落札者の決定は、入札価格が予定価格の制限の範囲内の価格であり、評価値の最も

高い者とする。 

２ 評価値の最も高い者が２人以上あるときは、契約担当者が指定する日時及び場所にお

いて、当該入札者にくじを引かせて落札者を決定するものとする。 

３ 管理者は、落札者の決定後、総合評価落札方式の入札結果を南越清掃組合のホームペー

ジで掲載するとともに、総務課での閲覧の方法により速やかに公表するものとする。 

４ 入札結果の一覧表には、落札者について、落札者であること、応募資格が確認されてい

ること及び落札決定日を表示するほか、次に掲げる事項を公表するものとする。 

（１）入札参加者名 

（２）入札参加者の入札価格 

（３）入札参加者の評価点 

（４）入札参加者の評価値 

（学識経験を有する者の意見の聴取） 

第１０条 総合評価落札方式による入札を実施する場合においては、令第１６７条の１０

の２第４項の規定により、２人以上の学識経験を有する者の意見を聴くこととする。 

２ 学識経験を有する者の意見の聴取は、第１号及び第２号に掲げる場合に行う意見の聴

取は公告前に、第３号に掲げる場合に行う意見の聴取は開札後落札決定までに行うものと

する。 

（１）総合評価落札方式による入札を行おうとするとき。 

（２）総合評価落札方式による入札における落札者決定基準（令第１６７条の１０の２第３

項に規定する落札者決定基準をいう。）を定めようとするとき。 

（３）総合評価落札方式による入札において落札者を決定しようとするとき。 

（その他） 

第１１条 この要領に定めのない事項およびこれにより難い事項については、必要に応じ

て別に定めるものとする。 

 


